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第１章　計画の策定にあたって

１　計画策定の趣旨
地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や公私
の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。
本市は、地域住民がお互いに支え合い、生涯にわたって住み慣れた地域で健やかに暮
らし続けられるまちづくりを進めるため、平成１６（2004）年に「鹿児島市地域福祉計
画」を策定以降、地域福祉館等を拠点とした地域福祉ネットワークの推進を図るなど、地
域福祉施策の着実な推進を図ってきました。
一方、人口減少や少子高齢化の進行、人々の価値観やライフスタイルの多様化、災害や
感染症リスクの高まりなど、地域福祉を取り巻く環境が変化する中、地域福祉を支える担
い手が減少し、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域で支え合う力が低下してきて
いるほか、個人や世帯を取り巻く環境の変化により、地域住民が抱える生きづらさやリス
クが複雑化・複合化（８０５０問題、ダブルケア、社会的孤立など）してきています。
このような中、近年、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け
手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世
代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていく「地域共生社会」の実現を推進しており、その実現に向けては、福祉の領域だ
けではなく、まちづくりや産業、防犯・防災、環境、教育等との連携が不可欠とされてい
ます。
今後、本市においても、地域福祉を取り巻く環境の変化に的確に対応し、あらゆる課題
を克服していくためには、「自助」、「共助」、「公助」の連携を基本としながら、福祉以外
のさまざまな分野とも連携し、地域住民が主役の支え合う地域づくりを進めていくことが
必要です。
このようなことを踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けて、本市の地域福祉を総合的
かつ計画的に推進するための指針となる「第５期鹿児島市地域福祉計画」を策定します。

２　計画の位置づけ
（１）法的な位置づけ

本計画は、社会福祉法第１０７条に基づく「市町村地域福祉計画」として位置づけま
す。
また、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条に基づく「成年後見制度の利
用の促進に関する施策についての基本的な計画」及び、再犯の防止等の推進に関する法
律第８条に基づく「再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画」については、地域
において人々が安心して暮らすという点で、地域福祉との関連があり、国のガイドライ
ンにおいても、「地域福祉として一体的に展開することが望ましい分野」と示されてい
ることから、本計画に盛り込むこととします。
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社会福祉法（抜粋）

（市町村地域福祉計画）
第１０７条　市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める
計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。
一　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して
取り組むべき事項
二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五　地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
２　市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地
域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとす
る。
３　市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を
行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更する
ものとする。

成年後見制度の利用の促進に関する法律（抜粋）

（市町村の講ずる措置）
第１４条　市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における
成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるととも
に、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと
する。

再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋）

（地方再犯防止推進計画）
第８条　都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村にお
ける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

市町村地域福祉計画の策定ガイドライン（抜粋）

　福祉に関する計画はもとより、関係する他の計画（例えば、成年後見制度利用促進法に規定
される市町村計画、住宅セーフティネット法による供給促進計画、自殺対策基本法に規定され
る市町村自殺対策計画、再犯防止推進法に規定される地方再犯防止推進計画、災害対策基本法
（昭和36年法律第223号）に規定される市町村地域防災計画等）の策定の際には、地域福祉
として一体的に展開することが望ましい分野については、地域福祉計画にも位置付けるなど地
域福祉計画を積極的に活用していくことも考えられる。
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（２）他計画との関連
本計画は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な指針を
定めた最上位計画である「第六次鹿児島市総合計画（計画期間：令和４（2022）年度
～令和１３（2031）年度）」に即した計画とします。
また、平成３０（2018）年の社会福祉法改正の趣旨を踏まえ、地域における高齢者
の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項を記載
する福祉分野の個別計画の上位計画として位置づけます。
さらに、市社会福祉協議会の「第５次鹿児島市地域福祉活動計画」と基本理念を共有
するなど、連携を図りながら、本市の地域福祉を総合的に推進していきます。

■他計画との関連

第 ５ 期 地 域 福 祉 計 画 

 
＜福祉分野の個別計画の上位計画＞ 

第六次鹿児島市総合計画 
都市像「つながる人・まち 彩りあふれる 躍動都市・かごしま」 

連携 
成年後見制度利用促進計画 
再犯防止推進計画 

そ
の
他
の
福
祉
に
関
す
る
計
画
・

方
針
等

第
５
次
地
域
福
祉
活
動
計
画

（
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

第
二
次
健
康
増
進
計
画

第
二
期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画

第
四
次
障
害
者
計
画

障
害
福
祉
計
画
第
６
期
計
画
・

障
害
児
福
祉
計
画
第
２
期
計
画

第
８
期
高
齢
者
保
健
福
祉
・

介
護
保
険
事
業
計
画

地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について（厚生労働省通知（抜粋））

第一　社会福祉法改正（平成 30年 4月 1日施行）の趣旨について
　市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について、任意とされていたも
のを努力義務とするとともに、策定に際しては、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、
児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」
として位置付けている。
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（３）ＳＤＧｓとの関連
2015年の国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（Sustainable�Development�
Goals（持続可能な開発目標））」は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂
性のある社会の実現に向けた2030年までの国際目標で、１７のゴールと１６９のター
ゲットが掲げられています。
本計画においても、ＳＤＧｓのゴールの達成に向け、本市の地域福祉を推進していき
ます。

３　計画期間
令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。
なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化や関係法令の改正等を踏まえる中で、必
要に応じて見直しを検討します。

■ＳＤＧｓの１７のゴール

＜本計画と特に関連があるゴール＞
1 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

2 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現
し、持続可能な農業を促進する

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保
し、福祉を促進する

4 質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機会を促進する

5 ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の
能力強化を行う

8 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の
完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい
雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

10 人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能
な都市及び人間居住を実現する

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あ
らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂
的な制度を構築する

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する
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